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２ 大気環境の保全 
自動車の増加にともない排気ガス等が大気汚染に大きな影響を及ぼしていることから、環境負荷の少ない公共

交通機関の利便性向上や自転車利用の促進、国、県等との連携による広域的な交通対策を推進します。 

工場・事業場の事業活動による大気環境の悪化を防止するため、調査、監視、指導体制を維持・強化します。 

工場・事業場や畜産業からの悪臭対策を推進します。 

(1) 大気汚染防止対策の推進 

＜現況＞ 

大気汚染は、工場・事業場等の固定発生源や自動車等の移動発生源で発生する汚染物質の排出に起因し、

汚染濃度が高くなると人の健康および生活に有害な影響を及ぼします。 

本市は、概して大きな固定発生源もなく、山地と琵琶湖に挟まれた地形であるため、大気汚染の状況は全般に

良好であり、各汚染物質の経年変化は近年横ばいで推移しています。しかし、交通の要衝であることから局所的に

は移動発生源の影響が見られ、幹線道路沿線の大気汚染の把握は、重要な課題となっています。 

 

＜実施事業等＞ 

(1)－① 大気環境監視局の適正配置等による監視・測定体制の整備 

ア 大気環境監視局における調査 

大津市では大気汚染防止法第22 条に基づき、昭和49 年より大津市域の大気汚染状況を把握するため大気

汚染常時監視測定局を設置し、昭和63 年にはテレメー 

ターシステムの導入により中央局による常時監視を実施

しています。 

現在、一般環境測定局 4 箇所、自動車排ガス測定局

3 箇所の計 7 箇所の測定局で常時監視を継続して行っ

ています。（２２） 

平成 21 年度の更新機器は以下のとおりです。 

・ 堅田局のオゾン自動測定記録計の更新 

・ 逢坂局の窒素酸化物自動測定記録計の更新 

 

 

 

 

 

 

                         大気汚染常時監視測定局位置図 
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規制基準 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) その他 

○ 近隣で苦情が発生している工場等を重点的に調査しています。平成21 年度は塗装業、電気機械器具製造

業等6 事業場を対象に調査を行うとともに、養豚業について、事業場周辺で臭気調査を行いました。調査を

実施した全ての事業場で規制基準に適合していました。（２２） 

○ 近年の市街化に伴い農家の近隣にまで住宅地が進展し、従来から立地する畜産業に起因する環境問題が

予想されることから、適正なふん尿処理による畜産経営の安定定着化と畜産環境公害問題の解消を図りま

した。（１９） 

　　悪臭防止法に基づく規制基準（敷地境界）

規制基準（ppm） に　　お　　い　　の　　性　　質

1 アンモニア ＊ 1 し尿のようなにおい

2 メチルメルカプタン ☆ 0.002 腐った玉ねぎのようなにおい

3 硫化水素 ＊ ☆ 0.02 腐った卵のようなにおい

4 硫化メチル ☆ 0.01 腐ったキャベツのようなにおい

5 二硫化メチル ☆ 0.009 腐ったキャベツのようなにおい

6 トリメチルアミン ＊ 0.005 腐った魚のようなにおい

7 アセトアルデヒド 0.05 刺激的な青ぐさいにおい

8 プロピオンアルデヒド ＊ 0.05 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

9 ノルマルブチルアルデヒド ＊ 0.009 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

10 イソブチルアルデヒド ＊ 0.02 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい

11 ノルマルバレルアルデヒド ＊ 0.009 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい

12 イソバレルアルデヒド ＊ 0.003 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい

13 イソブタノール ＊ 0.9 刺激的な発酵したにおい

14 酢酸エチル ＊ 3 刺激的なシンナーのようなにおい

15 メチルイソブチルケトン ＊ 1 刺激的なシンナーのようなにおい

16 トルエン ＊ 10 ガソリンのようなにおい

17 スチレン 0.4 都市ガスのようなにおい

18 キシレン ＊ 1 ガソリンのようなにおい

19 プロピオン酸 0.03 刺激的なすっぱいにおい

20 ノルマル酪酸 0.001 汗くさいにおい

21 ノルマル吉草酸 0.0009 むれた靴下のようなにおい

22 イソ吉草酸 0.001 むれた靴下のようなにおい

注） ＊：排出口における規制基準が別に設定されている。

☆：排出水中における規制基準が別に設定されている。

悪臭物質の種類



 78 

 

 

 

 
 

 

53 61 4

21 27 29 10
37  

5



 79

人の健康の保護に関する環境基準
カドミウム ０．０１ｍｇ／ｌ以下 １，１，１－トリクロロエタン １ｍｇ／ｌ以下
全シアン 検出されないこと １，１，２－トリクロロエタン ０．００６ｍｇ／ｌ以下
鉛 ０．０１ｍｇ／ｌ以下 トリクロロエチレン ０．０３ｍｇ／ｌ以下
六価クロム ０．０５ｍｇ／ｌ以下 テトラクロロエチレン ０．０１ｍｇ／ｌ以下
砒素 ０．０１ｍｇ／ｌ以下 １，３－ジクロロプロペン ０．００２ｍｇ／ｌ以下
総水銀 ０．０００５ｍｇ／ｌ以下 チウラム ０．００６ｍｇ／ｌ以下
アルキル水銀 検出されないこと シマジン ０．００３ｍｇ／ｌ以下
PCB 検出されないこと チオベンカルブ ０．０２ｍｇ／ｌ以下
ジクロロメタン ０．０２ｍｇ／ｌ以下 ベンゼン ０．０１ｍｇ／ｌ以下
四塩化炭素 ０．００２ｍｇ／ｌ以下 セレン ０．０１ｍｇ／ｌ以下
１，２－ジクロロエタン ０．００４ｍｇ／ｌ以下 ほう素 １ｍｇ／ｌ以下
１，１－ジクロロエチレン ０．０２ｍｇ／ｌ以下 ふっ素 ０．８ｍｇ／ｌ以下
シス－１，２－ジクロロエチレン ０．０４ｍｇ／ｌ以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０ｍｇ／ｌ以下

 

 

  

環境基準等 

   環境基本法に基づき、水質汚濁に係る行政目標として、人の健康の保護及び生活環境の保全を図る上で

維持することが望ましい基準として、環境基準が定められています。 

人の健康に関する環境基準については、公共用水域に一律に適用されるものです。 

   

 

 

河川名 類型
pH DO SS 大腸菌群数 T-N T-P

北湖流入 和邇川 ○ ○ ○ ( 1.2 ) ○ 3/12 - - A-ハ
* 真野川 ○ ○ ○ ( 1.3 ) ○ 4/12 ○ ○ A-イ

南湖流入 天神川 ○ ○ ○ ( 1.3 ) ○ 2/12 - - A-ハ
* 雄琴川 11/12 ○ ○ ( 1.2 ) ○ 9/12 ○ ○ B-ハ
* 大正寺川 7/12 ○ ○ ( 1.6 ) ○ 7/12 ○ ○ B-ハ

大宮川 7/12 ○ ○ ( 1.3 ) ○ × - - A-ハ
* 際川 11/12 ○ ○ ( 2.0 ) 11/12 6/12 ○ ○ B-ハ

柳川 11/12 ○ × ( 1.1 ) ○ × - - AA-ハ
吾妻川 8/12 ○ × ( 1.4 ) ○ × - - AA-ハ
相模川 5/12 ○ × ( 1.2 ) ○ × - - AA-ハ

* 兵田川 3/12 ○ × ( 1.5 ) ○ × × ○ AA-ハ
瀬田川流入 * 盛越川 7/12 ○ ○ ( 1.3 ) ○ 1/12 ○ ○ A-ハ

* 三田川 7/12 ○ × ( 1.1 ) ○ × ○ ○ AA-ハ
* 多羅川 ○ ○ ○ ( 1.0 ) ○ × × ○ AA-ハ
* 千丈川 ○ ○ ○ ( 0.9 ) ○ × ○ ○ A-ハ

大戸川上 10/12 ○ ○ ( 0.9 ) ○ 4/12 - - A-イ
　　　　 下 ○ ○ ○ ( 1.0 ) ○ 1/12 - - A-イ
信楽川上 ○ ○ ○ ( 0.9 ) ○ 5/12 - - A-イ
　　　　 下 ○ ○ ○ ( 0.9 ) ○ 3/12 - - A-イ

* 大石川 11/12 ○ ○ ( 0.9 ) ○ 3/12 ○ ○ A-イ

注1 * は環境上の基準の類型指定河川（市河川）。
それ以外は環境基準の類型指定河川（県河川）。

注2 生活環境項目の基準値は、日間平均値とする。 （ただし、BODについては75%値とする）
特殊項目（市河川のみ）の基準値は、年間平均値とする。
（75%値：測定されたデータ（N個）を数値の小さい順に並べた際にN×0.75番目に位置する値）

注3 達成状況欄の数字は全測定回数のうち達成した回数を示し、〇は全て達成、
×は全て未達成を示す。

　　市内河川の環境（上の）基準達成状況

生活環境項目 特殊項目
BOD　（75%値）

平成21年度

訂正後 データ 
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ｂ 名神高速道路 

市内の道路延長 12.1ｋｍ（トンネル部分0.7ｋｍを含む）のうち、騒音対策として平成21 年 3 月末現在で防

音壁が上り6.29ｋｍ、下り5.82ｋｍの延べ12.11ｋｍ設置されています。また、平成2 年度からは防音壁のかさ

あげ工事も行われています。 

沿線住民からの騒音苦情に対し、本市では騒音調査等を行い、西日本高速道路株式会社に防音壁の設

置、改良を要望しています。 

平成 21 年度は沿線の 2 箇所において、騒音調査を実施しました。 

ｃ 京滋バイパス 

国道 1 号の慢性化した渋滞の緩和を目的として、滋賀県草津市～京都府久世郡久御山町間（約 27ｋｍ）

が昭和63 年8 月に開通しました。本市では、バイパス周辺の環境監視を行うため、石山地区に測定局を設置

し、騒音の常時監視を行っています。 

石山局騒音常時監視結果（平成 21 年度）               （単位：ﾃﾞｼﾍﾞﾙ）     

 

ｄ 西大津バイパス 

西大津バイパスは昭和 56 年 10 月に藤尾（国道 1 号）～皇子山ランプまでの一部供用が開始され、平成 7

年 2 月に坂本ランプまでの区間が、平成 8 年 4 月に坂本ランプと湖西道路を接続する高架橋が開通しまし

た。 

当道路については、既存の住宅地を通過していることもあって、沿線の住宅部分には防音壁が設置され、

自動車騒音の低減が図られています。 

平成 21 年度は沿線の3 箇所において、騒音調査を実施しました。 

測定結果（等価騒音レベル ＬAｅｑ） 

単位：デシベル 
調査箇所 

昼間 

６：００～２２：００ 

夜間 

２２：００～翌６：００ 

高砂町 33 地先 59 53 

茶戸町 5 地先 63 58 

茶戸町 7 地先 67 62 

 

ｅ 湖西道路 

湖西道路は、国道 161 号バイパスとして、平成元年3 月に坂本三丁目の坂本北インターから荒川の志賀イ

ンターまでの全区間 17.9ｋｍの全線が開通しました。当初、日本道路公団が管理する一般有料道路でしたが、

日本道路公団の民営化にあたり、平成 17 年 8 月 1 日より国道として無料開放されました。 

平成 21 年度は沿線での騒音調査は実施しておりません。 

イ 鉄道騒音・振動対策の推進 

ａ 新幹線 

新幹線鉄道騒音については、ＪＲにおいて、車両の改良や防音壁設置、レールの削正など音源対策が行

われており、それのみでは達成が困難な場合には「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要綱」に基づき 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均
昼間 59.9 62.3 59.5 68.9 64.6 62.4 60.1 60.6 60.3 59.5 63.3 60.8 63
夜間 55.0 55.9 55.2 55.8 55.3 55.4 56.6 56.3 55.7 55.7 55.8 56.6 56
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ダイオキシン類に係る環境基準 

大 気 年間平均値 0.6pg-TEQ/m3以下 

水 質 年間平均値 １pg-TEQ/�以下 

土 壌 1,000pg-TEQ/ｇ以下 

（土壌の調査指針値） 250pg-TEQ/ｇ 

水底の底質 150pg-TEQ/ｇ以下 

 

ダイオキシン類対策特別措置法における廃棄物焼却炉排出ガスに係る排出基準値 

（単位：ng-TEQ/m3N） 

既設施設基準 
種  類 施設規模 新設施設基準 

H13.1～H14.11 H14.12～ 

4ｔ/時以上 0.1 1 

2ｔ/時～4ｔ/時 1 5 

廃棄物焼却炉 

（施設能力50kg/

時以上） 2ｔ/時未満 5 

80 

10 
注１：現在、大気汚染防止法で指定物質抑制基準の対象となっている廃棄物焼却炉は焼却能力 200kg/時以上 
注２：既に大気汚染防止法において新規施設の指定物質抑制基準が適用されている施設については、新設施設

の排出基準を適用することとする。 
注３：ダイオキシン類対策特別措置法第 20 条第 2 項に基づき、特定施設が指定された時点における既設施設

については、1 年間基準の適用が猶予されている。 

 

市ではこれらを受けていち早く施設の改良に取り組み、大津市環境美化センターについては平成 10～11

年度に、大津市北部クリーンセンターについては平成 11～12 年度に、（財）大津市産業廃棄物処理公社大

津クリーンセンターについては平成10 年度に改良工事を実施し、市内全ての施設での対策が完了しました。

これにより廃棄物焼却炉からの排出ガスにおけるダイオキシン濃度は、法令に定める排出基準値をクリアする

ことができました。 

各ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン濃度は、次のとおりです。 

ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン測定結果 

                        （単位：ng-TEQ／ｍ３Ｎ） 

施  設  名 平成 21 年度 備 考 排出基準 

大津市環境美化センター 0.188 ２炉平均 5 

大津市北部クリーンセンター 0.057 ２炉平均 5 

（財）大津市産業廃棄物処理
公社大津クリーンセンター 

   0.21  5 

（注１） ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（PCDD）とポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）にコプラナーポリ塩化ビフェニル
（コプラナーPCB）を含めてダイオキシン類と呼び、これをこの冊子では「ダイオキシン」と呼びます。 

（注２） TEQ は「毒性等量」を意味し、毒性の程度をもとに、最も毒性の強い 2.3.7.8-TCDD の量に換算して表したもので
す。 

（注３） ng（ナノグラム）は、10 億分の１グラムを表します。 
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